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時間外・休日労働に関する協定（３６協定） 

■会社は、原則、労働基準法に決められた法定労働時

間を超えて働かせたり、法定休日に働かせることは

できないことになっています。 

 

■法定労働時間とは、次の通りです。 

①休憩時間を除いて、１週４０時間 

②   〃    、１日 ８時間 

 

■法定休日は次の通りです。 

①毎週少なくとも１日 

②（４週間を通じて４日） 

 

■この「１週間」とは７日間という意味で、いつから

いつ、と決まっているわけではありません。就業規

則等で決めてよいことになっています。 

 もし決めていなければ、普通は日～土曜日が１週間

になります。 

 

■また「１日」とは、原則午前０時～午後１２時まで

の暦日の１日間ですが、続けて２日間にわたって勤

務した場合「１勤務」として扱い、１日の労働とし

ます。 

 

■１週４０時間以内、と決まっている法定労働時間で

すが、例外もあります。 

  商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、常

時１０人未満の労働者を使用する事業所では、１週

４４時間まで認められています。 

 

■以上が法定労働時間ですが、この法定労働時間内で

業務がこなせるかというと、そうはいかないのが現

実ではないかと思います。 

 

■そこで必要になってくるのが「時間外労働・休日労

働に関する協定（３６協定）」です。 

 （労働基準法第３６条の規定によるため） 

 

■因みに、協定の締結以外では次のような場合、時間

外・休日労働が認められます。 

①災害等で臨時の必要がある場合 

②公務のため臨時の必要がある場合 

■逆に言えば、上の①、②以外の通常時では、会社は

労働者と協定を結ばなければ、残業をさせることは

できません。 

 

■３６協定を結ぶのには、いろいろな事項が必要とな

ります。 

その中でもとりわけ、労働者代表（管理・監督者以

外）の方の印または署名は必要です。 

必要事項については、また機会を改めて説明します。 

 

■それから、一定期間での残業限度時間にも制約があ

ります。 

1週間 １５時間      

2周間 ２７時間      

4週間 ４３時間      

1ヶ月 ４５時間      

2ヶ月 ８１時間      

3ヶ月 １２０時間      

1年間 ３６０時間      

 

■なお、今回は原則の労働時間制度について説明して

いますが、原則以外でも、次の方法で１週４０時間

以内にする方法があります。 

・ １ヶ月単位の変形労働時間制 

・ １年単位の   〃 

・ １週間の非定型的労働時間制 

・ フレックスタイム制 

詳しくは、ほっとレター第４３～４６号をご覧くだ

さい。 

 

■このうち、１年単位の変形労働時間制の場合、 

 残業限度時間の制約も変わります。 

1週間 １４時間      

2周間 ２５時間      

4週間 ４０時間      

1ヶ月 ４２時間      

2ヶ月 ７５時間      

3ヶ月 １１０時間      

1年間 ３２０時間      

 

■また、どうしても忙しいなどの場合、更に残業でき

る時間を多くする「特別条項」があります。 

 特別条項では、 

・理由 

・回数、期間（１年の半分以下、６回以下） 

・具体的に期間があれば、その期間 
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・「労使協議を経て」と入れること 

 を盛り込みます。 

 

■ただし、特別条項付きの協定でも、やはり時間外労

働の限度時間については、青天井というわけにはい

きません。 

 労働基準監督署では、年間５００時間以内くらいに

は抑えてほしいとの指針を示されます。 

 

■協定は毎年締結し、労働基準監督署に提出すること

になります。 

 協定を結ばずに残業させたり、命じると、６ヶ月以

下の懲役または３０万円以下の罰金となりますので、

注意しましょう。 

 

■もし、協定を結ばないといけない、協定の結び方が

分からないなどご不明な点があれば、お気軽にお問

い合わせ・ご相談ください。 

 

 

 

 

１．労働保険料について 

 先月もこのコーナーでお知らせしましたが、労働保

険料の今年度の第 1期の引落は、7月 15日（火）とな

っております。 

 もし、引落ができない、金額がわからないというこ

とがありましたら、ご連絡ください。 

 なお、引落不可、集金のお客様については、後日改

めて連絡を差し上げますので、よろしくお願い致しま

す。 

 

２．基礎算定について 

 今年も社会保険の基礎算定（定時決定）が始まって

おります。 

 例年通り、4、5、6 月に支払ったお給料を報告しま

すので、賃金台帳、出勤簿等をお預かりするために、

改めてご連絡いたします。 

 新しいお客様には、今までと違い、期限が 7 月末と

なっておりますので、ご心配なきようお願い致します。 

 また、今年は、基礎算定の時期に合わせ、諏訪市の

事業所対象に「算定調査」が行われます、と年金事務

所からうかがっておりましたが、社会保険労務士に委

託していない事業所は諏訪市が対象、委託している事

業所は下諏訪が対象、ということが判明しました。 

 諏訪市で委託の事業所の方にはご心配おかけして申

し訳ありませんでした。来年は対象となりますので、

よろしくお願い致します。 

 また、今回調査対象となったお客様については、ご

協力いただきますよう、よろしくお願い致します。 

 

３．被扶養者の確認 

 今年も被扶養者の確認作業があり、現在各お客様宛、

説明書等も同封してお送りする手配をしております。 

お手元に届きましたら、説明書をご覧いただき、確

認方宜しくお願い致します。 

不明点やご質問、確認完了した場合は、ご連絡いた

だきますよう、よろしくお願い致します。 

 

４．賞与支払届について 

 夏の賞与の時季となりました。賞与を支給されたら、

お早目にお知らせください。 

 なお、賞与から引く社会保険料の料率は以下の通り

です。 

（健康保険    ４．９２５ ％） 

＋（介護保険   ０．８６  ％）  

健康保険   ５．７８５ ％ 

厚生年金   ８．５６  ％ 

 

雇用保険   ０．５ ％（建設０．６％） 

 

千円未満を切り捨てた額に以下の率を掛けてくださ

い。 

 賞与額の上限は、健康保険が年度（４／１～翌年３

／３１）の累計額５４０万円、厚生年金は１回（同

月２回以上支給の場合合算で）１５０万円です。 

 ですから、それぞれの額を超えた分については保険

料はかかりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大事な お 知 ら せ 

〒３９２－００２２ 諏訪市高島３－１２０１－９０ 

宮坂社会保険労務士事務所 

労働保険事務組合 諏訪労務管理センター 

Ｔｅｌ ５２－２４４４ Ｆａｘ ５２－６４６６ 

Ｅ－ｍａｉｌ： 

ｈｉｒｏｋｏ．ｍｉｙａｓａｋａ＠ｍｉｓａｗａｋａｉｋｅｉ．ｊｐ 

このほっとレターは、当事務所・センターとご縁

のあった方にお送りしています。 

なお、記載の情報等は、当事務所ホームページにも 

ありますので是非ご覧ください。 

http://misawakaikei.jp/sharoushi/index.html 
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